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令 和 ４ 年 度 富 山 県 歳 入 歳 出 決 算

実 質 収 支 に 関 す る 調 書 目 次
一 般 会 計 １

特 別 会 計

物 品 調 達 等 管 理 特 別 会 計 ２

公 債 管 理 特 別 会 計 ３

収 入 証 紙 特 別 会 計 ４

母子父子寡婦福祉資金特別会計 ５

中小企業活性化資金特別会計 ６

就 農 支 援 資 金 特 別 会 計 ７

沿 岸 漁 業 改 善 資 金 特 別 会 計 ８

林業振興・有峰森林特別会計 ９

奨 学 資 金 特 別 会 計

公共用地先行取得事業特別会計

「 元 富 山 県 営 水 力 電 気 並

鉄 道 事 業 」 資 金 特 別 会 計

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

港 湾 施 設 特 別 会 計

工 業 用 地 等 管 理 特 別 会 計

注 表中の数値は、それぞれの原数値を四捨五入しているため、計数が一致しない場合がある。



実質収支に関する調書

一般会計

区 分 金 額

１ 歳 入 総 額 千円

２ 歳 出 総 額

３ 歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源

継続費逓次繰越額

繰越明許費繰越額

事故繰越し繰越額

計

５ 実 質 収 支 額

６ 実質収支額のうち地方自治法第 条の２の規定によ

る基金繰入額

- 1 -



実質収支に関する調書

物品調達等管理特別会計

区 分 金 額

１ 歳 入 総 額 千円

２ 歳 出 総 額

３ 歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源

継続費逓次繰越額

繰越明許費繰越額

事故繰越し繰越額

計

５ 実 質 収 支 額

６ 実質収支額のうち地方自治法第 条の２の規定によ

る基金繰入額
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実質収支に関する調書

公債管理特別会計

区 分 金 額

１ 歳 入 総 額 千円

２ 歳 出 総 額

３ 歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源

継続費逓次繰越額

繰越明許費繰越額

事故繰越し繰越額

計

５ 実 質 収 支 額

６ 実質収支額のうち地方自治法第 条の２の規定によ

る基金繰入額
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実質収支に関する調書

収入証紙特別会計

区 分 金 額

１ 歳 入 総 額 千円

２ 歳 出 総 額

３ 歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源

継続費逓次繰越額

繰越明許費繰越額

事故繰越し繰越額

計

５ 実 質 収 支 額

６ 実質収支額のうち地方自治法第 条の２の規定によ

る基金繰入額
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実質収支に関する調書

母子父子寡婦福祉資金特別会計

区 分 金 額

１ 歳 入 総 額 千円

２ 歳 出 総 額

３ 歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源

継続費逓次繰越額

繰越明許費繰越額

事故繰越し繰越額

計

５ 実 質 収 支 額

６ 実質収支額のうち地方自治法第 条の２の規定によ

る基金繰入額
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実質収支に関する調書

中小企業活性化資金特別会計

区 分 金 額

１ 歳 入 総 額 千円

２ 歳 出 総 額

３ 歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源

継続費逓次繰越額

繰越明許費繰越額

事故繰越し繰越額

計

５ 実 質 収 支 額

６ 実質収支額のうち地方自治法第 条の２の規定によ

る基金繰入額
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実質収支に関する調書

就農支援資金特別会計

区 分 金 額

１ 歳 入 総 額 千円

２ 歳 出 総 額

３ 歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源

継続費逓次繰越額

繰越明許費繰越額

事故繰越し繰越額

計

５ 実 質 収 支 額

６ 実質収支額のうち地方自治法第 条の２の規定によ

る基金繰入額
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実質収支に関する調書

沿岸漁業改善資金特別会計

区 分 金 額

１ 歳 入 総 額 千円

２ 歳 出 総 額

３ 歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源

継続費逓次繰越額

繰越明許費繰越額

事故繰越し繰越額

計

５ 実 質 収 支 額

６ 実質収支額のうち地方自治法第 条の２の規定によ

る基金繰入額
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実質収支に関する調書

林業振興・有峰森林特別会計

区 分 金 額

１ 歳 入 総 額 千円

２ 歳 出 総 額

３ 歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源

継続費逓次繰越額

繰越明許費繰越額

事故繰越し繰越額

計

５ 実 質 収 支 額

６ 実質収支額のうち地方自治法第 条の２の規定によ

る基金繰入額
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実質収支に関する調書

奨学資金特別会計

区 分 金 額

１ 歳 入 総 額 千円

２ 歳 出 総 額

３ 歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源

継続費逓次繰越額

繰越明許費繰越額

事故繰越し繰越額

計

５ 実 質 収 支 額

６ 実質収支額のうち地方自治法第 条の２の規定によ

る基金繰入額
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実質収支に関する調書

公共用地先行取得事業特別会計

区 分 金 額

１ 歳 入 総 額 千円

２ 歳 出 総 額

３ 歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源

継続費逓次繰越額

繰越明許費繰越額

事故繰越し繰越額

計

５ 実 質 収 支 額

６ 実質収支額のうち地方自治法第 条の２の規定によ

る基金繰入額
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実質収支に関する調書

「元富山県営水力電気並鉄道事業」資金特別会計

区 分 金 額

１ 歳 入 総 額 千円

２ 歳 出 総 額

３ 歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源

継続費逓次繰越額

繰越明許費繰越額

事故繰越し繰越額

計

５ 実 質 収 支 額

６ 実質収支額のうち地方自治法第 条の２の規定によ

る基金繰入額
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実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計

区 分 金 額

１ 歳 入 総 額 千円

２ 歳 出 総 額

３ 歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源

継続費逓次繰越額

繰越明許費繰越額

事故繰越し繰越額

計

５ 実 質 収 支 額

６ 実質収支額のうち地方自治法第 条の２の規定によ

る基金繰入額
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実質収支に関する調書

港湾施設特別会計

区 分 金 額

１ 歳 入 総 額 千円

２ 歳 出 総 額

３ 歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源

継続費逓次繰越額

繰越明許費繰越額

事故繰越し繰越額

計

５ 実 質 収 支 額

６ 実質収支額のうち地方自治法第 条の２の規定によ

る基金繰入額
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実質収支に関する調書

工業用地等管理特別会計

区 分 金 額

１ 歳 入 総 額 千円

２ 歳 出 総 額

３ 歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源

継続費逓次繰越額

繰越明許費繰越額

事故繰越し繰越額

計

５ 実 質 収 支 額

６ 実質収支額のうち地方自治法第 条の２の規定によ

る基金繰入額
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